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高北国保病院　☎︎０８８９−２２−１１６６

・第２、第4土曜日の午前は内科の外来診察
・外科の当直日の17時15分～18時30分及びその翌日（休日の場合を除く）の7時15分～8時30分は内科または整形外科の医師が当直をします。
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町内の救急告示病院の休日 ･夜間の当直（宿直・日直）診療科のお知らせ

清和病院　☎︎０８８９−２２−０３００
日曜日・祝日 月曜日※ 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
内科または
外科または
精神科

精　神　科 外　　　科 外　　　科 外　　　科 内科または外科 外科日
宿

         かわせみ

かわせみからのおしらせ

高北国保病院 TEL	 0889-22-1166
FAX	 0889-22-2047

マイナ保険証の利用について
従来の健康保険証の有効期限は、令和 7年１２月１日で満了となりました。
病院を受診する際は、マイナ保険証または資格確認証を

ご持参ください。
また、当院は、スマートフォンによるマイナ保険証利用

に対応しています。
マイナンバーカードをスマートフォンに登録することで

利用可能となっていますので、事前にご準備のうえ、ぜひ
ご利用ください。

院内無料 Wi-Fi を設置しました
院内無料Wi-Fi を設置しました。待ち時間などにぜひご利用ください。
接続方法については、院内に掲示しているポスターをご参照ください。
なお、設定及び利用に関する技術的サポート、代行操作、質問などの対応は行っておりませんの

でご了承ください。

高北国保病院

令和７年 12月 12日に、桜座において、「いきいき生きる～脳卒中を予防して、認知症を予防し
よう～」という演題で、医療法人恕泉会 内田脳神経外科理事長の内田 泰史先生を講師にお招きし、
いきいき終活塾を開催しました。
いきいき終活塾は、家族介護者・家族のつどいとして、（一社）エンディングサポート高知の協
力のもと開催している講座です。
講話の中で、脳卒中に限らず糖尿病や心疾患等の予防としても生活習慣を見直すことが重要であ
ることや、笑いがもたらす健康効果についての話があり、参加者からは、「日々の生活習慣の大切
さが分かった。」「体を温めることやよく笑うことを意識したい。」等の感想がありました。

次回いきいき終活塾
「人生 100年のウェルビーイング～学生と考える未来のライフスタイル～」
●日時：令和８年２月 18日（水）午後１時半～午後３時（開場：午後１時）
●講師：高知健康科学大学健康科学部　学部長　竹林　秀晃　教授
●会場：佐川町健康福祉センターかわせみ　元気ホール 　※参加無料・申込不要

問　健康福祉課　地域包括支援センター係
電話　0889-22-7137

いきいき終活塾を開催しました

（総合受付　マイナ保険証カードリーダー）

広告

防災行政無線を
聞き逃したときは

フリーダイヤル  0120 ー 331 ー 259
直近の防災行政無線で放送した内容をきくことができます。



9 広報さかわ　R8.2 8広報さかわ　R8.2

         かわせみ          かわせみ

「『強い経済』を実現するための総合経済対策」において、０歳から高校３年生までの子どもに「物
価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。このことを受けて、佐川町では子ど
も１人あたり２万円を支給いたします。

１対象者

下記に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人（児童手当受給者も
しくはそれに準ずる対象者）に支給します。
（１）令和７年９月分（令和７年９月生まれの児童は 10月分）の児童手当支給対象となる児童
（２）令和７年 10月１日から令和８年３月 31日までに出生した児童
    　 

２支給額　

対象児童１人につき２万円（１回限り）

３支給を受けるための手続き　

２月初旬より、佐川町から児童手当を受給している方については、案内通知を送付します。
原則申請は不要です。受給を拒否する場合は令和８年２月25日（水）までに届出をしてください。

【申請が必要な場合】

以下の方は、申請書をご記入のうえ、必要書類をそろえて令和８年３月 31日（火）まで（令和
８年３月出生の児童がいる方は令和８年４月 15日（水）まで）に、健康福祉課まで提出をお願い
します。

（１）公務員の方（所属庁から申請書が配布されます）

（２）�令和７年 10月１日以降に出生した児童の保護者で、町に児童手当の申請がお済みでない方

（３）�基準日 ( 令和７年９月 30日 ) 以降に離婚（離婚調停中等を含む）により児童手当の申請
が必要になった方 

※�その他、養育している児童と別居しているなど、町で状況を把握できない対象者へは申請書
の送付ができません。対象者は、健康福祉課までお問い合わせください。

４支払予定日

申請が不要な方には、令和８年３月 10日に支給を予定しています。
申請が必要な方については、令和８年３月以降、申請受付後１か月以内を目途に随時支給します。

支給要件など、詳しくは佐川町ホームページをご覧ください。

問　健康福祉課　子育て支援係　電話  0889-22-7705

令和 7 年度佐川町物価高対応子育て応援手当についてのご案内新しい民生委員・児童委員、主任児童委員が決まりました
令和７年 12月１日から３年間を任期として、民生委員・児童委員と主任児童委員が新しく下記
のとおり決まり、厚生労働大臣と高知県知事から委嘱を受けました。
民生委員・児童委員と主任児童委員は、民生委員法、児童福祉法に基づいた公的なボランティア
です。地域福祉の推進役として活動し、住民の方から相談を受けたり、家庭を訪問したり、必要に
応じて関係機関とのパイプ役として活動していただいています。法に基づいた守秘義務もあります
ので、安心してご相談ください。

問　佐川町健康福祉課　地域福祉係　電話　0889-22-7716（民生委員等の選任について）
（民生委員等の連絡先や活動に関しては、佐川町社会福祉協議会事務局　電話　0889-22-1510）

佐川町民生委員・児童委員

氏　名 受持地区 氏　名 受持地区
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え り こ

理子 尾川地区、斗賀野地区
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子 角口、狩場、野添、薄木、畜産試験場 欠員 尾川地区、斗賀野地区
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あきざわ

沢　德
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久 入寺山、大平 伊
いとう

藤  みどり 黒岩地区、加茂地区

明
みょうじん

神　晃
あきひこ

彦 上美都岐、東下美都岐、西下美都岐 山
やまぐち

口　良
りょうこ

子 黒岩地区、加茂地区



おしらせ

11 広報さかわ　R8.2 10広報さかわ　R8.2

子どもの生活リズム向上「食べて 動いて よく寝よう！」　その⑩

マイナンバーカードの休日窓口を開設します！

最近、子ども・家族の健康のために、家庭のルールをお子さんが幼い
頃から決めて取り組む家庭が、全国的にも少しずつ増えています。
佐川町でも令和５年度に、佐川町立小・中学校の保護者の皆さんに協

力いただいた「お子さんの健康や生活で体に良いこと、工夫しているこ
と等」のアンケートの回答で、ほとんどのご家庭から、①早寝早起き朝
ごはんに気をつける、②朝ごはんをきちんと食べる、③生活リズムが大
切である、との回答がありました。これからも子どもたちの健康づくり
に取り組んでいきましょう！
子どもの生活リズム向上プロジェクトの取り組みを下記QRコードか

らぜひご覧ください。

「早寝」「早起き」から生活リズムが整い、 
一日の元気な活動や学びが深まります

マイナンバーカードを作りたいけどまだ申請をしていない方、申請をしてハガキが届いたけれど
平日は忙しくてカードを受けとっていない方！ぜひ、この機会にお越しください。
また、電子証明書の更新もできますので、マイナンバーカードと暗証番号（６～ 16桁の英数字

と４桁の数字）がわかるものをお持ちください。
暗証番号を忘れた場合は再設定もできますので、マイナンバーカードとは別に本人確認書類をお

持ちください。
休日窓口開設日時
２月 14日 ( 土 )、３月 29日 ( 日 )　９時～ 12時

４月以降につきましては、日程が確定次第ホームページと町公式 LINE でお知らせいたします。
※�希望日の前開庁日までに予約（0889-22-7707）をお願いします。予約の受付は平日８時 30分
～ 12時、13時～ 17時 15分です。

※予約の方がいない場合は休日窓口を開設しませんのでご了承ください。
平日の時間外（17時 15分以降）もカードのお受け取りができますのでぜひご相談ください。

問　住民課　戸籍係　電話　0889-22-7707

生活リズム実践のヒケツ！
①体を動かし、心を動かす、楽しい体験をしよう！
　　心がワクワクドキドキ、呼吸のリズムがあがる体験をしてみよう。
②メディア画像の見過ぎに気をつけよう！
　�　メディア漬けの生活を続けると、言葉の遅れ、運動不足、睡眠不足、コミュニケーション不足
を生じさせる恐れがあるといわれています。
③十分な睡眠をとるために、朝起きる時刻、夜寝る時刻を決めて生活してみよう！
　�　子どもの「朝起きる時刻」「夜寝る時刻」を決めて取り組むことで、生活リズムが整います。朝、
自分で起きて、一日の準備をしましょう。

問　佐川町教育研究所（子どもの生活リズム向上プロジェクト推進委員会）　電話　0889-22-1150

下のQRコードで、詳しい
情報をお読みください。

おしらせ          かわせみ

♪子育て情報のご紹介♪

問  健康福祉課　子育て支援センター
　  電話　080-2997-6959

問  健康福祉課　子どもサポート係
　  電話　0889-22-7705

「さくらさいたねっと」
の子育て支援センター
のページにアクセスで
きます。

子育て支援センター『なか
よしひろば』の情報はこちらの
QRコードからどうぞ。たくさ
んの参加をお待ちしています。

【さくらさいたねっと】

●�佐川町の乳幼児健診や子育て相談、予
防接種等制度やサービス、子育て情報
はこちら

子育て支援センター「なかよしひろば」子育て情報サイト「さくらさいたねっと」

町では、災害対策基本法に基づき、災害時に避難することに不安がある避難行動要支援者【※１】
の名簿を作成し、毎年更新を行っています。また、日頃の見守りや災害時に備えるため避難支援等
関係者【※２】に情報提供することへの同意の有無を確認し、同意された方の名簿を提供していま
す。　
今回、名簿の更新にあたり、新たに対象となった方・いままでに情報提供について「同意しない」

とご回答いただいた方【※３】に対して、関係者へ情報提供についての同意の有無を確認するため
「佐川町避難行動要支援者名簿登録同意書」を２月上旬に送付します。内容をご確認のうえ、提出
期限までにご返送をお願いします。

なお、平成 31年３月の佐川町地域防災計画の改定に伴い、「75歳以上のみの世帯の方」は名簿
の対象者から外れたため、以前に「75歳以上のみの世帯の方」だけの要件で同意をいただき名簿
にお名前等を登載されていた方は、現在関係者に提供している名簿には登載されておりません。今
後、新たに上記①～⑥に該当した場合は改めて同意書を送付させていただきます。

問　健康福祉課　地域福祉係　電話  0889-22-7716

「佐川町避難行動要支援者名簿」の更新作業を行います

【※２】避難支援等関係者
〇佐川町民生児童委員
〇佐川町社会福祉協議会
〇佐川町消防団
〇自主防災組織
〇高吾北消防本部
〇佐川警察署

【※１】避難行動要支援者：名簿の対象となる方
＊自宅で生活をしており下記①～⑥に該当する方
①身体障害者手帳の第１種、総合級１級～３級の交付を
　受けている方
②療育手帳の交付を受けている方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
④介護保険法による要介護１～５までの認定を受けている方
⑤難病患者の方
⑥その他町長が必要と認める方

【※３】
今までに「同意しない」とご回答いただいている方にも、ご本人やご家族の状況に変化があった可能性を
考慮し、再度同意のご確認をさせていただくため隔年で同意書を送付させていただいています。


